
質  問  回 答 

2023年 4月 14日 

「エチオピア国観光振興アドバイザー業務」 

 （公示日：2023年 4月 5日／調達管理番号：23a00066）について、質問と回答は以下の通りです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 P9第 6条(2)エチオピア観光省の観

光開発マスタープラン改訂要望に

ついて 

エチオピアには STMP2015-2025 以前の観光マス

タープランがないようですが、具体的にどのような

上位のマスタープランを指しているのでしょうか。 

エチオピア政府の説明によると、観光文化省の時

代に策定されたマスタープランが存在するとのこと

です。本マスタープランは、公開されておりません。

本マスタープランは STMP2015-2025 の上位に位

置する政策文書と位置付けられています。 

本昨年、新たに「観光省」が発足しましたので観光

省としてのマスタープランを策定したいというのが

エチオピア政府の協力要望です。 

2 P11(4)エチオピア国内の観光関連

情報の収集活動支援(活動 1-2)に

ついて 

外務省のホームページを参照しておりますが、現

在、ラリベラやゴンダールだけでなく、アムハラ州

やティグライ州全体が渡航不可となっているという

理解でよろしいでしょうか。 

アムハラ州、ティグライ州も業務渡航不可です。 

3 P20(4)定額計上について 

表 5ウェブ広告料 

SNS 関連のデジタルマーケティング費用は検討さ

れていますでしょうか。ウェブ広告料に含まれてい

るのでしょうか。 

5「ウェブ広告料」は、 SNS 関連のデジタルマーケ

ティング費用を含みます。 

4 P21プロポ―ザル評価配点表 本説明書では「ワークライフバランス認定」の配点

が適用されています。 

一方で 貴機構 HPの 2023年 2月 8日の公示で 

『本配点については、「コンサルタント等契約」、

「一般契約」とも、2023年 4月以降の公告・公示案

ワーク・ライフ・バランス等の技術評価配点の詳細

情報につきましては、4月末までに JICAウェブサイ

トに掲載いたします。 



件から導入予定ですが、詳細については、別途当

機構ホームページ上でお知らせいたします。』 

とありますが、そのお知らせを見つけることができ

ません。URLをご教示ください。 

5 P20 国内観光資源所在地へ出張

する航空賃 

国内観光資源所在地へ出張する場合に航空賃の

定額計上の指示がありますが、C/P の日当・宿泊

費等は必要ないという理解で良いでしょうか。 

国内観光資源所在地への出張にC/P が同行する

場合を想定した質問と思われますが、C/P の航空

賃、日当・宿泊費は、見積もりに計上してください

（定額計上ではありません）。 

以 上 


